
５ 令和３年度制度改正について 

 

 令和３年度制度改正において、主な改正点は以下のとおりです。なお、改正の詳細につ

いては以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 

 

※厚生労働省「令和３年度介護報酬改定について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html 

 

※厚生労働省「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis

ha/taisakumatome_13635.html 

 

１ 経過措置期間中のもの（令和６年３月 31 日まで努力義務） 

【全サービス共通】 

（１） 感染症対策の強化 

 

＜感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置＞ 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感染対策委

員会）をおおむね３月に１回以上開催 

その結果について、介護職員その他の従業者に対する周知徹底 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

・平常時の対策（施設内の衛生管理、日常のケアにかかる感染対策等） 

・発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村におけ 

る施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等） 

・発生時における施設内の連絡体制や関係機関への連絡体制の整備、明記 

※厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」参照 

③介護職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練の実施（年２回以上） 等 
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※施設系に関しては、「訓練の実施」のみ令和６年３月 31 日まで努力義務（他は従来どお

り義務） 

 

（２） 業務継続に向けた取組の強化（BCP） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 業務継続計画の策定と従業者に対する周知 

〇感染症に係る業務継続計画 

 ・平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

 ・初動対応 

 ・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共

有等） 

※厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガ

イドライン」参照 

〇災害に係る業務継続計画 

 ・平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合

の対策、必要品の備蓄等） 

 ・緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 ・他施設及び地域との連携 
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※厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」参照 

② 従業者に対する必要な研修及び訓練の実施（年２回以上） 

③ 業務継続計画の定期的見直し、変更 

 

 

（３） 認知症介護基礎研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 虐待の防止 

 

＜虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置＞ 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会）の定期的な開催及 

びその結果についての従業者に対する周知徹底 

② 虐待の防止のための指針の整備 
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〇指針に盛り込む項目 

 ・虐待の防止に関する基本的考え方 

 ・虐待防止検討委員会その他事業所（施設）内の組織に関する事項 

 ・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

 ・虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 ・虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 ・成年後見制度の利用支援に関する事項 

 ・虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 ・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 ・その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 従業者に対する、定期的な虐待の防止のための研修の実施 

④ 上記措置を適切に実施するための担当者の配置 

※虐待の防止のための措置に関する事項は運営規程に定めることが必要です。 

 

【施設系】 

（１） 栄養管理 

栄養マネジメント加算 14 単位／日⇒ 令和３年度廃止（基本サービスへ） 

栄養ケア・マネジメントの未実施 14 単位／日減算   

（新設） 

「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、

各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。」 

 

① 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支

援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し

た栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との

整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する

場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

② 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状

態を定期的に記録すること。 

③ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す

こと。 

④ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及

び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」を参照。 
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（２） 口腔衛生の管理 

口腔衛生管理体制加算 30 単位／月⇒ 令和３年度廃止（基本サービスへ） 

「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛

生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければ

ならない。」 

 

① 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理

に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体

制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。な

お、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する

場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができる

ものとすること。 

・助言を行った歯科医師    ・歯科医師からの助言の要点 

 ・具体的方策         ・当該施設における実施目標 

 ・留意事項、特記事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係

る技術的助言及び指導又は②の計画に関する技術的助言及び指導を行うに当たっては、

歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

 

２ 経過措置期間が終了したもの（令和３年 10 月１日より義務化等） 

【施設系】 

（１） 「事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者」の配置と 

「安全管理体制未実施減算」の適用 

 下記の事故発生防止等の措置を適切に実施するため、専任の担当者の配置が必要です。

事故発生の防止のための委員会（事故防止検討委員会）の安全対策を担当する者と同一の

従業者が望ましいです。 

・事故発生の防止のための指針の整備 

・事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底 

・事故防止検討委員会及び従業者に対する研修の定期的実施 

 

※なお、上記の「指針の整備」「事実の報告・分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹

底」「委員会・研修の実施」「担当者の配置」を行っていない場合は、令和３年 10 月１日よ

り「安全管理体制未実施減算」が適用されますので、ご注意ください。 

 

 

 

52



（２） 安全対策体制加算における外部研修 

安全対策体制加算は、事故発生防止のための措置を適切に実施するための担当者が、安

全対策に係る外部研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に算

定できます。令和３年 10 月 31 日までの間は、当該研修を受講予定であれば、研修受講者

とみなしましたが、令和３年 10 月 31 日までに受講していないと、令和３年４月から 10 月

までに算定した当該加算については遡って返還となりますので、介護保険課までご連絡く

ださい。 

 

外部研修について（「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）」問 39） 

「介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含む

もの（公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本

慢性期医療協会等が開催する研修）」 

 

 

（３）介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の変更 

評価の変更に伴い、様式も変更となりました。様式については、令和３年９月提供分ま

では「別紙 13－1－1」が使用可能でしたが、令和３年 10 月提供分より「別紙 13－1－2」

をご利用ください。 

※様式 金沢市介護保険課ホームページ 

金沢の介護保険＞各種手続き＞介護報酬算定に係る届出＞添付資料様式集 

＞別紙（介護報酬算定に関する届出用） 別紙様式集 
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３ その他改正点で注意が必要なもの 

（１） 居宅介護支援事業所管理者の資格要件について 

 令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員である必要

があります。ただし、令和３年３月 31 日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者であ

る居宅介護支援事業所については、令和９年３月 31 日までの間、当該管理者を引き続き管

理者とすることができます。 

 また、令和３年４月１日以降、不測の事態により主任介護支援専門員の確保が著しく困

難である場合等やむを得ない理由があると認められる場合については、「管理者確保のため

の計画書」の届出を行うことで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則１

年間猶予します。 

 なお、不測の事態の主な例は次のとおりです。 

①本人の死亡 ②長期療養など健康上の問題の発生 ③急な退職や転居 等 

 

 

（２） 利用開始した月から 12 月を超えた場合の減算について（介護予防訪問リハビリテーション、

介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護） 

 令和３年度介護報酬改定において、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リ

ハビリテーション及び介護予防訪問看護（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供

する場合）の利用が 12 月を超える場合、各サービスごとに設定された単位数を減算する取

扱いとなりました。この取扱いは、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から適用

されるため、該当する介護予防サービス事業者の皆様はご注意ください。 
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 なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用

が開始されたものとします。 

 

 

（３） ハラスメント対策の強化について 

 

 ハラスメント対策の強化として事業主が講ずべき措置の具体的な内容は次のとおりです。 

 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

  職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない

旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発してください。 

 ・相談（苦情を含みます。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

  相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、労働者に周知してください。 

 

 なお、上記内容は「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置等のついての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）」及び「事業主が

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき

措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）」のうち特にご留意いただきたい

内容です。その他の内容については各指針をご参照ください。 

 

また、事業主が講じることが望ましい取り組み等については、以下の厚生労働省のホー

ムページをご参照ください。 

厚生労働省ホームページ URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 
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（４）認知症対応型共同生活介護における「運営推進会議を活用した評価」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該「運営推進会議を活用した評価」は、外部評価実施回数の緩和に係る「過去に外部

評価を５年間継続して実施している」要件の継続年数に算入することはできません。 

（令和３年度介護報酬改定 Q&A（Vol.４）参照） 

 

※様式等 金沢市介護保険課ホームページ 

金沢の介護保険＞事業者向け＞地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価につ

いて 
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６ 新型コロナウイルス感染防止について 

 

１ 高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について 

 

新型コロナウイルス感染症について、強い危機感をもって対処していく必要があります。施設内

感染防止対策について、改めて参照いただき感染拡大防止対策の再徹底をしていただきますよ

うお願いします。 

 

○ 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２） 

（令和 2 年 4 月 7 日付け事務連絡。令和 2 年 10 月 1 日付け一部改正。） 

：入所者及び職員の日々の健康管理、平時から感染時までのケア等の具体的な留意点の周知。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf 

 

○ 動画 「介護職員のためのそうだったのか！感染対策！」 

（令和 2 年 5 月 7 日から随時） 

：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できる感染対策のポイ

ントについての動画の公表。 

https://www.youtube.com/watch?v=gSgft2xPMVc 

 

○ 高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について 

（令和 2 年 6 月 30 日付け事務連絡） 

：感染者等が発生した場合に備えた応援体制構築等を都道府県に依頼。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000645119.pdf 

 

○ 高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検実施要領 

（令和 2 年 7 月 31 日付け事務連絡 （別添）） 

：基本的な感染対策、 感染者や濃厚接触者が発生したことを想定したシミュレーションの実施等

の自主点検の実施促進。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000657094.pdf 

 

○ 高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について（その２） 

（令和 2 年 9 月 30 日付け事務連絡） 

：自主点検の結果とりまとめとともに、机上訓練シナリオによるシミュレーションの実施促進。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf 
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○ 介護現場における感染対策の手引き（第 1 版）等について 

（令和 2 年 10 月 1 日付け通知） 

：介護現場で着実な感染対策を実践できるよう、基礎的な情報から、感染症発生時におけるサー

ビス提供時の注意点等を掲載。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

次のいずれかに該当する場合は、介護保険課にご連絡ください。 

 

・職員や利用者等で感染が確認された場合（又は感染が疑われる者が発生した場合） 

  第一報として感染の状況等を電話で連絡してください。その後、電子メールで介護保険事業

者事故等報告書を提出してください。（「７．事故防止について」参照） 

   電 話  ２２０－２２６４ 事業者管理係 

   電子メール  件名に【コロナ】と記載して、介護保険課代表アドレスまで送信してください。 

           （kaigo@city.kanazawa.lg.jp） 

・事業所を休業する場合 

件名に【休業】と表示の上、次のいずれかを電子メールに添付してご連絡ください。 

・臨時休業に関する回答様式（通所系サービス） 

・臨時休業に関する回答様式（訪問系サービス）  

 

〇※事業所の皆様へ※ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

金沢の介護保険 ＞ 新着情報＞新型コロナウイルス感染症関連情報はこちら 

 

 

 

３ 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて」のまとめページについて 

 

  これまでに厚生労働省より示されてきた 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」について、まとめたページが厚生労働省ホームペ

ージ上に掲載されています。 

  

〇「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに

ついて」のまとめページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html 
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